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主要事項

産業労働部
（単位：千円）

経営支援緊急対策事業費

佐賀県時短要請協力金事業費

１　目的・背景  県内全域の飲食店に対し「まん延防止等重点措置」として営業時間の短縮等の要請を行い、これに応じた場合に

協力金を交付する。

２　事業内容 （１）事業期間 令和３年度（2021年度）

（２）事業概要

細事項名 一般財源 0 15 産業政策課

事 項 名 予　算　額 2,236,950 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

2,199,750

区　分 内　　容
年間

所要額
現計

予算額
２月補正
予算額

２月追加
補正予算額

協力金

【飲食店】
○対象：4,100店舗を想定
○要請内容
　・認証店：２月21日～３月６日の間、営業時間を５時から21時までとすること。
　・認証店以外の店舗：２月21日～３月６日の間、営業時間を５時から20時まで
　　　　　　　　　　　　 　　とし、酒類の提供を停止すること。

○協力金の額
　国の基準を基本に、認証店と認証店以外の店舗への協力金の額が同額に
なるよう県独自の上乗せを行う。
　・中小企業、個人事業主の場合
　　１店舗当たり42万円～140万円　（１日当たり３万円～10万円×14日間）
　・大企業の場合
　　１店舗当たり上限280万円　（１日当たり上限額20万円×14日間）
（注）全期間時短要請等に応じることが条件

11,451,238 11,562,488 △2,311,000

1

2,236,950

事務費 コールセンター、受付審査、システム改修・運用、広報の委託 154,750 146,550 △29,000 37,200

合　　計 11,605,988 11,709,038 △2,340,000



 



 


